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D-439 屈折検査（回数） 

 

《令和 6 年 3 月 7 日新規》  

《令和 6 年 8 月 29 日更新》 

 

○ 取扱い 

 原則として、屈折検査は、散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の

屈折の変化を検査した場合を除き、1日 1回を超える算定は認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 1日で大幅な変化が現れることはなく、症状出現等により同日再診した

場合を除き、原則複数回実施する必要性はないと整理した。ただし、当該

検査にかかる留意事項通知「散瞳剤又は調節麻痺剤を使用してその前後の

屈折の変化を検査した場合」はこの限りではない。 

 


